
５ 都市計画提案制度の拡充

６ 広域調整手続きの充実

○市町村が定める都市計画が周辺市町村等に影響を
　 及ぼす場合、広域的観点からの判断・調整が必要

○都市計画決定等に関する提案をできる対象者の追加
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○県が関係市町村からの意見聴取等を実施
　①一の市町村を超える広域の見地からの調整の観点
　②県が定める都市計画との整合性の観点


